
 
 

このパンフレットに関するお問い合わせ先：神戸市建設局公園部整備課 TEL 078-322-5427 

神戸市では昭和 46 年から市街地の 3 割緑化等を目標としたグリーンコウベ作戦を展開し、街路樹が飛躍的に増加しましたが、植栽後 40 年以上が経過した樹木が増えている現在、さまざまな課題も生ま

れています。これらの課題をふまえ、街路樹がより健全に生育できる環境や安全で居心地の良い歩行空間を整備し、デザイン都市神戸にふさわしい街路景観形成を目指し、街路樹再整備方針を策定します。 

●１万７千本（昭和４６年） 

から１３万本（平成２８年） 

に増加しました。 

●人口 100 人あたりの街路樹は 

他都市と比べて多く 8.5 本と 

なっています。 

街路樹本数の飛躍的な増加 
神戸市街路樹再整備方針 

再整備方針１ まちなみと調和のとれた健全な街路樹の育成 

① 大木化、老木化した街路樹の計画的な撤去、更新 

●台風等での倒木の可能性が高く、大木化し、樹木診断や毎年剪定

している樹種について、計画的な更新を進めます。 

●著しい根上がりの発生している樹木について地域の状況に応じ
た更新を図ります。 

倒木等の危険性がある主な樹種 

プラタナス、カロリナポプラ 

ユリノキ、シンジュなど 

② 道路空間や周辺環境に応じた街路樹の適正化 

●街路樹が密に植えられた場所や、歩行空間が確保されていない

場所などで、風致・景観・歴史性など地域特性に配慮しながら必

要に応じた樹種の転換や樹木の間伐、撤去を実施します。 
 

具体的な方策 

●交差点付近の見通しや信号、街灯などの妨げとなっている

樹木を撤去します。 

●歩道幅員が狭く、十分な歩行空間が確保されていない路線

について、樹木の間伐、撤去、樹種の転換を行います。 

●山間部・田園地帯など周辺に永続的な緑が確保されている

路線について、環境保全や景観向上の効果が薄い場合など

には、樹木の間伐・撤去を行います。 

 

再整備方針２ 風格のあるまちなみ景観の形成 

① 適正な剪定管理 

●樹種や道路特性に応じた樹形や目標の大きさを設定し、街路樹

の育成状況にあわせて、育成・縮小・樹形再生・維持と分類して

剪定を行います。 

●剪定の経過についてはＰＤＣＡサイクルで検証し、樹種や道路

特性に合った適正な剪定管理を実施していきます。 

 
■育 成 

目 標 の 大 き さ に    
到達しておらず、ま

だこれから大きく成

長させていく段階 

■樹形再生 

目標の大きさを超えている、

また樹形が大きく乱れてい

るため、将来の樹形のために

「大手術」が必要な段階 

■維 持 

目標の大きさ・樹形に到達しており、現状で大きさ・樹形を維持する段階 

■縮 小 
目標の大きさを超え

ており、樹形を縮小

すべき段階 

剪定後１年経過 剪定後１年半経過 

剪定によるバランスのとれた樹形づくり 

剪定を実施 

 

② シンボル路線の設定による質の高い管理 

●都心部や観光地周辺、各区中心部などで良好な景観を形成し、

親しみをもたれている路線を「シンボル路線」として位置付け、

神戸の顔となるような、メリハリをつけた質の高い管理を実施

します。 

 

市民の声 

●平成 28 年 6 月に街路樹に関するネットモニターアンケ

ートを行いました。結果として、街路樹はまちに「彩り」

「風格」「季節」などを感じさせてくれるものと多くの方

が認識していましたが、一方で２～３割の方が道路交通

の安全上の支障を感じていました。                            

●平成 27 年、道路交通の安全の確保により重点を置くな

ど、「道路空間や地域の価値向上」に資するよう改正され
ました。                       

道路緑化技術基準（国土交通省）の改正 
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実施にあたっては、道路特性や管理コストの縮減効果等をふまえて 

優先順位をつけ、地域と協議・連携しながら進めます。 

人口 100 人あたりの街路樹(高木)本数 

道路交通の安全への支障 

維持管理費の減少 

●高齢化、人口減少社会が進む中で、街路樹管理予算は平成

２６年をピークに減少傾向となっています。                       

大木化や  

老木化に  

ともなう  

倒木  

信号や

街灯の

妨げ 

根上がりに

よる舗装の

段差 
自動車との

接触事故 


